










居住誘導区域及び都市機能誘導区域 誘導施設06 07

　本計画を策定することによって、都市再生特別措置法に基づき三次圏都市計画区域内を対象として、以下の行為に
着手する場合には、着手の 30日前までに市長への届出が必要となります。

　本市では、都市機能誘導区域ごとの特性を考慮した上で、都市機能誘導区域において本来備えておくべき機能として、
次の通り誘導施設を設定します。

誘導施設の設定誘導施設の設定7-17-1

届出制度の運用届出制度の運用7-27-2

一般居住区域（居住誘導区域外）

都市機能誘導区域外

都市機能誘導区域内

●3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
●1戸又は 2戸の住宅の建築目的の開発行為で、
　その規模が 1,000 ㎡以上のもの

例：３戸以上の開発行為

●３戸以上の住宅を新築しようとする場合
●建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して
　３戸以上の住宅とする場合

【開発行為】 【建築等行為】

【開発行為】

【開発行為以外】

●誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を
　行おうとする場合

●誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
●建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
●建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

●都市機能誘導区域内において、当該都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止または廃止しようとする場合　
　には、これらの行為に着手する日の 30日前までに、市長への届出が必要となります。

届出必要 届出必要 届出不要 届出必要 届出不要

一般居住区域（居住誘導区域外）
居住誘導区域

都市機能誘導区域

例：1,300 ㎡ 1戸の
開発行為

例：敷地面積 800 ㎡２戸
の開発行為

例：3戸以上の建築行為 例：1戸の建築行為

届出必要

届出不要

届出必要
届出必要

【誘導施設】
百貨店

【誘導施設】
病院

大規模集客施設（10,000 ㎡以上）
大規模小売店舗（1,000 ㎡以上）
病院
一般診療所（内科）
地域包括支援センター
保健福祉センター
高齢者・障がい福祉サービス施設
保育所・幼稚園・認定こども園
子育て支援センター
小学校・中学校
金融機関
文化施設（ホール、地域交流施設等）、
図書館、美術館、博物館相当施設

本庁舎

中心
市街地

都市機能誘導区域
三次町
周辺

市民文化
周辺

東酒屋
周辺

八次駅
周辺 三良坂 吉舎

◎
◎
○
◎
－
－
◎
◎
◎
◎
◎

○
○
－
◎
－
－
○
◎
◎
◎
◎

○
◎
◎
○
◎
◎
◎
◎
－
－
◎

－
○
◎
○
－
－
○
◎
－
－
○

－
◎
－
◎
－
－
○
○
－
－
○

－
○
○
○
○
○
○
◎
◎
◎
◎

－
－
－
◎
－
◎
○
○
◎
－
◎

○

◎
－

◎

－
－

◎

－
－

◎

－
－

－

－
－

◎

－
◎

◎

－
◎

商業商業

医療医療

福祉福祉

子育て子育て

教育教育
金融金融

文化文化

行政行政

11 12

P

	¬
J 375�€

	°
	¬

	½
	ÿ


d

J


�
ƒ IC

�•
�¸


�

�Ö 	- 
�


'
��


�


( �R 
�

µ �� 9P�U�� 9P

0Y�U�� 9P

	¬
J 183�€

	¬

J

5
4

�€

	¬

J

3
7

5
�€

	¬
J
184�€

	¬
J 375�€


)
J  
. 
t
� 
ƒ �

JR< 
ß �

	°
q	ØŒ	É


�
ƒ	´

	Â£
Ë	´

�´
ƒ��"��

	Ø	Ü
§	ò

	Ø	Ü
§	ò
µ

�•
�¸


�

�U,� �• 9P

	¬
J 184�€


�

ƒ�

—

	�




�

�	É

	Í

J


�
�	É 	Í
J


����ó 
U�i�

JR

ã

À
�
����ó
µ


����ó	Â


����ó�

4

0 500 1,000 1,500
�Ü


� �� �ó 	É �`


� 
ƒ 	É �`

�•
�¸


�

�• +Ë9P

	¬
J 184�€


�
�	É 	Í
J�z���� 
=�

JR
ã À�

�z��

�z�� IC

	°	¬ 
ï 
õ	½ 	ÿ 
d
J  �• 
J
È �Ö��B�• 
J 	½	ÿ 
d 
J�C

�z �� 	É �`


C	Ø
�
šÏ��
¯�`

�Ü
•Ï��
¯�`

	÷�¥	É�`
P	Ò
¯�`


�
ƒà
C	Ø
Q
º
¯�`

	Ø
ý
�


M
�

※○は、拠点ごとの誘導を図ることが望ましい施設（◎：既設あり）



・河川、急傾斜地等について、国、県、市が一体となって

対策に取組む

・畠敷町等の内水対策を中心とした対策

・災害に強い建築物、土地利用等への誘導

・公共公益施設の防災機能の向上

・インフラの防災性能の確保

・宅地内調整池の設置誘導

・土地、建物の利用転換の促進

・新たな開発について抑制または一定の条件を付与

・災害情報、浸水時緊急退避施設等の避難情報の周知、

住民参加による避難シミュレーションの実施

・避難所、避難路の設定

・民間施設を含めた市街地内建築物の避難ビルとしての

活用促進

・災害時に円滑な防災活動の確保に向けたタイムライン

の普及の促進（管理者版、市民版等）

防災指針 誘導施策08 09
　防災指針は、コンパクトで安全なまちづくりを推進するため、災害リスクの高い地域に対して、居住誘導区域から
の除外を推進するとともに、居住誘導区域に残存する災害リスクに対して計画的かつ着実に必要な防災・減災対策に

　人口減少・少子高齢化の進行下における本市のまちづくりの方針の実現に向けて、居住誘導、都市機能誘導、公共

「三次市立地適正化計画」における居住や都市機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと今後見直し予定の「三次
市地域公共交通計画」との連携により、コンパクト・プラス・ネットワークによる移動しやすいまちづくりを進めます。

災害ハザード
の低減

災害ハザード
の低減

対策の枠組み 居住誘導区域 一般居住区域

●災害の発生源である河川、急傾斜地等について、短、中、長期にわたり国、県、市が一体となって
　対策に取組む
●堤防整備、河道掘削、防災調整池の整備、排水機場の整備　など

災害リスクの
回避

災害リスクの
回避

●土地、建物の利用転換の促進
●新たな開発について抑制または一定の条件を付与
●公共公益施設の防災機能の向上
●インフラの防災性能の確保
●宅地内調整池の設置誘導

●災害に強い建築物、土地利用等への誘導
●公共公益施設の防災機能の向上
●インフラの防災性能の確保
●宅地内調整池の設置誘導

災害リスクの
低減

災害リスクの
低減

●災害情報、浸水時緊急退避施設等の避難情報の周知
●住民参加による避難シミュレーションの実施
●避難所、避難路の設定
●災害時に円滑な防災活動の確保に向けたタイムラ
　インの普及の促進

●災害情報、浸水時緊急退避施設等の避難情報の周知
●住民参加による避難シミュレーションの実施
●避難所、避難路の設定
●民間施設を含めた市街地内建築物の避難ビル
　としての活用促進
●災害時に円滑な防災活動の確保に向けたタイ
　ムラインの普及の促進

全体
都市機能誘導区域
全体に係る誘導施策
都市機能誘導区域
全体に係る誘導施策

●立地適正化計画制度に基づく届出制度の活用
●都市計画法や建築基準法などの法的制限の緩和を必要に応じて検討
●民間事業者による誘導施設の整備における国の支援制度等の周知、活用
　に対する支援を検討
●必要に応じて誘導区域と連動した用途地域等の見直しや地区計画の活用
　等、土地利用規制の見直しを検討
●中心市街地への高齢者施設の誘導の検討

居住誘導区域
全体

健康で快適に暮らす
ことのできる居住地

の形成

健康で快適に暮らす
ことのできる居住地

の形成

三次
地域

まちなかの魅力向上や
便利な暮らしを
支える拠点形成

まちなかの魅力向上や
便利な暮らしを
支える拠点形成

●三次市立小・中学校の規模及び配置の適正化に向けた集約化と跡地活用
●三次消防署等の都市機能の移転に伴う低未利用地の都市機能誘導支援
●東酒屋地区における都市機能集積に向けた用途地域指定及び必要に応じ
　た都市基盤整備の検討
●三次町地区における三次町歴史的街なみ環境整備計画に基づく上市太才
　通り・三次本通りの魅力向上

三良坂
吉舎
地域

個性を活かした
ゆとりある暮らしを
支える拠点の形成

個性を活かした
ゆとりある暮らしを
支える拠点の形成

●三良坂地域における面的整備を活かした日常生活サービス機能の誘導

用途 必要な日常生活を必要な日常生活を ●用途地域外における用途地域や特定用途制限地域等の土地利用規制の検討

都市計画
区域外

産業の維持に向けた
最低限必要な日常生活を
営める生活環境の確保

産業の維持に向けた
最低限必要な日常生活を
営める生活環境の確保

●「小さな拠点」づくりや地域管理構想の作成を検討
●地域生活拠点における持続可能なスマートコミュニティの構築を検討

●広島型ランドバンク事業の活用を検討
●都市基盤整備が不十分な地区における身近な公園、下水道の計画的な整
　備、基盤整備に合わせた用途地域の見直しの検討
●空き家や空き地、空き店舗等や遊休化した公有地の有効活用
●既存の補助制度の要件の居住誘導区域と連動した支援要件への見直し
●「三川合流部周辺河川環境整備計画」に基づく三川合流部のかわまちづく
　りの推進
●「三次市自転車活用推進計画」及び「三次市自転車ネットワーク計画」に
　基づく十日市、三次町、三次市民ホールきりりを回遊する自転車走行空
　間の整備
●一般県道和知三次線と国道 184 号を繋ぐ南北のアクセス道路の整備検討

●都市基盤整備の行われていない区域や災害リスクの高い区域における用
　途地域の見直し
●急激な人口密度の低下が見込まれる地区などにおける用途地域の縮小や
　廃止を検討、地区計画等の活用による土地利用規制の導入

都
市
機
能
誘
導
区
域

都市機能の誘導に係る誘導施策都市機能の誘導に係る誘導施策9-19-1
区域別に取組む対策の概要区域別に取組む対策の概要8-18-1

対策の実施主体と実施時期対策の実施主体と実施時期8-28-2
居住の誘導に係る誘導施策居住の誘導に係る誘導施策9-29-2

公共交通に係る誘導施策公共交通に係る誘導施策9-39-3

一般居住区域
（居住誘導区域外）

対策の
枠組み
対策の
枠組み

実施主体実施主体
短期短期 中期中期 長期長期

実施時期実施時期
対策対策

国･県･市

国･県･市

国･県･市

・住民
作成→検証→見直しを

繰り返す

市・住民

市・住民

市・住民

市・住民

市・住民

市・住民

市・住民

施設管理者

施設管理者

災害
ハザード
の低減

災害
ハザード
の低減

制度化制度化
継続的に実施継続的に実施

継続的に実施継続的に実施

継続的に実施継続的に実施

施行施行

施行施行

施行施行
施行施行

制度化制度化

制度化制度化

制度化制度化

災害
リスク
の回避

災害
リスク
の回避

災害
リスク
の低減

災害
リスク
の低減
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目標値の設定10

目標値の設定11

　本計画に定めるまちづくりの方針の実現に向けて、施策による誘導効果等を把握し、本計画や本計画に基づく

　ＰＤＣＡサイクル
により、計画的かつ
適切な管理を行って
いく必要があります。

本計画に掲げる施策の推進立地適正化計画の策定・変更

各種施策内容の見直しや改善
目標指標の達成状況の検証
未達成目標の要因分析

●各種誘導施策の実施状況を確認
●必要に応じて誘導施策の見直し検討

※今後三次市地域公共交通計画の見直しと連動して適宜見直しを行う

都市機能の誘導に関わる目標指標の設定都市機能の誘導に関わる目標指標の設定10-110-1

施策の達成状況と評価方法施策の達成状況と評価方法11-111-1

継続的な進行管理手法継続的な進行管理手法11-211-2

指標

90 施設
(令和 5年 )
90 施設

(令和 5年 )

基準値 目標値

現在の都市機能誘導区域の地区別立地施設の状況を
踏まえ、立地誘導を図る都市機能を想定した施設数
の現況施設との合計値を目標値とする

現在の都市機能誘導区域の地区別立地施設の状況を
踏まえ、立地誘導を図る都市機能を想定した施設数
の現況施設との合計値を目標値とする

定義

都市機能誘導区域
への誘導施設の
立地数

都市機能誘導区域
への誘導施設の
立地数

100 施設
(令和 22年 )
100 施設

(令和 22年 )

居住誘導・防災に関わる目標指標の設定居住誘導・防災に関わる目標指標の設定10-210-2
指標

29.5 人 /ha
( 令和 2年 )
29.5 人 /ha
( 令和 2年 )

基準値 目標値

将来推計値を踏まえつつ、施策の効果により誘導区
域の人口密度の維持を目標値とする
将来推計値を踏まえつつ、施策の効果により誘導区
域の人口密度の維持を目標値とする

定義

居住誘導区域内
人口密度

居住誘導区域内
人口密度

29.5 人 /ha
( 令和 22 年 )
29.5 人 /ha
( 令和 22 年 )

55.4％
( 令和 5年 )
55.4％

( 令和 5年 )

浸水時緊急退避施設からの徒歩圏域（300ｍ）におけ
る人口の想定最大規模浸水時面積（5.0ｍ以上）に対
する割合を目標値とする

浸水時緊急退避施設からの徒歩圏域（300ｍ）におけ
る人口の想定最大規模浸水時面積（5.0ｍ以上）に対
する割合を目標値とする

浸水時
緊急退避施設
のカバー率

浸水時
緊急退避施設
のカバー率

100.0％
( 令和 22年 )
100.0％

( 令和 22年 )

公共交通に関わる目標指標の設定公共交通に関わる目標指標の設定10-310-3
指標

15,057 人
( 令和 4年度 )
15,057 人

( 令和 4年度 )

基準値 目標値

市街地循環バスの年間利用人員の推移を踏まえた設
定値（新型コロナの影響前の水準の回復）を目標値
とする

市街地循環バスの年間利用人員の推移を踏まえた設
定値（新型コロナの影響前の水準の回復）を目標値
とする

定義

市街地循環バス
年間利用人員
市街地循環バス
年間利用人員

三次市地域公共
交通計画の目標
値に準じる※
(令和 22年度 )

三次市地域公共
交通計画の目標
値に準じる※
(令和 22年度 )

①毎年の進捗確認
●国勢調査や都市計画基礎調査等の分析
　による中間的な検証
●必要に応じた改善のための施策を講じ
　ることや計画の見直し検討

②５年ごとの進捗確認
●現況分析、アンケート調査等による計画
　の達成状況や乖離状況の把握
●本計画の見直し

③計画見直しの進捗確認（概ね 10年ごと）

Do
【実行】
Do
【実行】

Check
【点検】
Check
【点検】

Action
【改善】
Action
【改善】

Plan
【計画立案】
Plan

【計画立案】

15


